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Ⅳ 参考資料（調査票） 
 
 

 
 

 
 

調査ご協力のお願い 

 

 日頃から、県行政に格別のご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 
三重県では、平成 12 年 10 月に「三重県男女共同参画推進条例」を制定し、平成 14

年３月には、条例に基づく「三重県男女共同参画基本計画」を策定し、総合的かつ計画的
に男女共同参画施策を展開しているところです。 

このたび、三重県男女共同参画基本計画の改定を検討するにあたり、男女共同参画に関
する県民意識や生活について調査を行うこととしました。 

この調査は、県内の全市町から無作為に抽出した、満 20 歳以上の男女 5,000 人を対
象に実施するもので、調査結果は、計画策定等の際の基礎資料となります。 
 今回の調査で得られた結果は、すべて統計的に処理し、調査の目的以外には使用しませ
んので、みなさまにご迷惑がかかることは一切ございません。 
 ご多用のところ、誠に恐縮ですが、このアンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力を
賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

平成 21 年９月 
 

三重県知事 野呂 昭彦 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査 

【ご記入に際してのお願い】 
 
１．アンケートには、封筒のあて名の方ご本人がご回答ください。 
２．選択肢がある場合には、番号を○印で囲んでください。 
３．設問によってご回答いただく方が限られる場合がございますので、ことわり

書きや矢印にしたがってご回答ください。特にことわりのない場合は、次の
設問にお進みください。 

４．記入後は、無記名のまま、同封の返送用封筒に入れて、９月 30 日（水）ま
でにポストヘお入れください。（切手は不要です） 

５．この調査についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。 
 

三重県 生活・文化部 男女共同参画・ＮＰＯ室 
〒514－8570 津市広明町 13 番地 
ＴＥＬ 059－224－2225 
ＦＡＸ 059－224－3069 
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あなたご自身のことについておたずねします。 

 
Ｆ１．あなたの性別はどちらですか。 

 
 
Ｆ２．あなたの年齢をお答えください。（平成 21年 9月 1日現在） 

 
 

 
Ｆ３．あなたが現在生活しているご家庭の家族構成をお答えください。 
 

 
 
 

 
 
Ｆ４．あなたがお住まいの市町をお答えください。 

（市は１～14、町は郡別にほぼ北から順に並んでいます。） 

 ※単純集計の結果は、最終ページに記載しています。 

市 桑名郡 多気郡 度会郡 北牟婁郡 

1 津市 8 尾鷲市 15 木曽岬町 20 多気町 23 玉城町 27 紀北町 

2 四日市市 9 亀山市 員弁郡 21 明和町 24 度会町 南牟婁郡 

3 伊勢市 10 鳥羽市 16 東員町 22 大台町 25 大紀町 28 御浜町 

4 松阪市 11 熊野市 三重郡  26 南伊勢町 29 紀宝町 

5 桑名市 12 いなべ市 17 菰野町 

6 鈴鹿市 13 志摩市 18 朝日町 

7 名張市 14 伊賀市 19 川越町 

 

 

 
Ｆ５．あなたの職業をお答えください。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 
 

 

 
 

 
 
Ｆ６．あなたは結婚していますか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 
 
 
 
 
 

 
 

 

１．男（45.0％）   ２．女（54.1％） 

１．20 歳代（10.3%）  ２．30 歳代（12.9%）  ３．40 歳代 （16.7%） 
４．50 歳代（18.3%）  ５．60 歳代（22.3%）  ６．70 歳以上（17.2%） 

１．単身世帯（あなただけ）    （6.6%） 
２．１世代世帯（夫婦だけ）    （24.3%） 
３．２世代世帯（夫婦と子、夫婦と親、親と子など） （44.8%） 
４．３世代世帯（祖父母と夫婦と子、親と子と孫など） （17.2%） 
５．その他      （5.0%） 

１．勤め人（フルタイム）         （31.8%） ６．家事専業・家事手伝い （12.7%） 
２．パートタイマー・アルバイト      （15.2%） ７．学生        （1.6%） 
３．農林水産業（自営・家族従業者）    （3.8%） ８．無職        （21.5%） 
４．商工・サービス業（自営・家族従業者） （6.7%） ９．その他       （2.9%） 
５．自由業（具体的に：        ） （1.8%） 

１．既婚・配偶者あり（配偶者の主な職業：勤め人（フルタイム））  （24.6%） 
２．既婚・配偶者あり（配偶者の主な職業：パートタイマー・アルバイト） （11.1%） 
３．既婚・配偶者あり（配偶者の主な職業：自営・家族従業者（農林水産業、商工サービス業、

自由業））     （11.7%） 
４．既婚・配偶者あり（配偶者の主な職業：就労していない）  （24.6%） 
５．既婚・配偶者なし       （8.7%） 
６．未婚        （15.9%） 
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１．男女平等について 

 
問１．あなたは、次にあげるＡ～Ｈの分野において男女の地位が平等になっていると思いますか。

Ａ～Ｈのそれぞれについて１つずつ選んで○印をつけてください。 
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Ａ 家庭のなかで １（9.7%） ２（40.5%） ３（34.9%） ４（5.0%） ５（1.2%） ６（4.3%） 

Ｂ 職場のなかで １（10.7%） ２（36.2%） ３（21.4%） ４（5.5%） ５（0.9%） ６（11.0%） 

Ｃ 学校のなかで １（1.0%） ２（7.2%） ３（44.6%） ４（2.9%） ５（0.5%） ６（22.2%） 

Ｄ 地域のなかで １（6.6%） ２（36.4%） ３（28.3%） ４（5.2%） ５（0.7%） ６（11.9%） 

Ｅ 社会通念や風潮で １（9.7%） ２（51.2%） ３（13.9%） ４（5.4%） ５（0.9%） ６（7.6%） 

Ｆ 法律や制度の上で １（5.1%） ２（26.9%） ３（36.9%） ４（6.2%） ５（1.5%） ６（12.6%） 

Ｇ 政治(政策決定)の場で １（11.5%） ２（38.6%） ３（23.5%） ４（2.6%） ５（0.7%） ６（12.5%） 

Ｈ 社会全体で １（7.6%） ２（51.2%） ３（16.4%） ４（5.0%） ５（0.9%） ６（9.8%） 

 
問２．「男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、あなたはどう思いますか。次の中から

１つ選んで○印をつけてください。 
 
 

 
 
 

 
 

２．子育てや子どもの教育について 

 
問３．あなたの理想とする子どもの数は何人ですか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 
 

 
 
問３で、１から４に○印をつけた方にお聞きします。 

問３－１．理想とする子どもの数と、実際の子どもの数に差がありますか。次の中から１つ選んで
○印をつけてください。（注：子どもがいない方は４に○印をつけてください） 

  
 
 
 

 

１．同感する（＝「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成） （10.2%） 
２．どちらかといえば同感する     （33.6%） 
３．どちらかといえば同感しない    （23.7%） 
４．同感しない（＝「男は仕事、女は家庭」という考え方に反対） （25.3%） 
５．わからない      （5.8%） 

１．１人（1.4%）２．２人（42.9%）３．３人（42.7%）４．４人以上（3.4%）５．０人（0.7%）６．わからない（4.1%） 

１．理想とする子どもの数より実際の子どもの数のほうが多い （4.2%） 

２．理想とする子どもの数と実際の子どもの数は同じ     （41.1%） 

３．理想とする子どもの数より実際の子どもの数のほうが少ない（35.1%） 

４．子どもがいない      （17.1%） 

問５へお進みください。 

問４へお進みください。 
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問３－１で３、４に○印をつけた方にお聞きします。 

問４．実際の子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない理由は何ですか。次の中から３つ以
内で選んで○印をつけてください。 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
問５．あなたは男の子と女の子のしつけや教育についてどう思いますか。次の中から１つ選んで○

印をつけてください。 

 
 

 
 

 
 
 

 
問６．子育てについて、あなたのご意見に近いものはどれですか。Ａ～Ｇのそれぞれについて１つ

ずつ選んで○印をつけてください。 
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Ａ 子どもが小さいうちは、母親は育児に専念した
ほうがよい 

１ 
（44.0%） 

２ 
（36.8%） 

３ 
（4.2%） 

４ 
（6.3%） 

５ 
（2.2%） 

Ｂ 子どもの世話の大部分は、男親にもできる １ 
（18.5%） 

２ 
（33.4%） 

３ 
（19.7%） 

４ 
（14.9%） 

５ 
（3.7%） 

Ｃ 必要であれば、子育て支援サービスを受けて子
育てをしてもよい 

１ 
（24.9%） 

２ 
（30.6%） 

３ 
（12.0%） 

４ 
（13.6%） 

５ 
（9.0%） 

Ｄ 男の子は家事ができるように育てるのがよい １ 
（29.4%） 

２ 
（45.3%） 

３ 
（8.1%） 

４ 
（4.9%） 

５ 
（3.5%） 

Ｅ 女の子は家事ができるように育てるのがよい １ 
（61.2%） 

２ 
（27.7%） 

３ 
（1.1%） 

４ 
（0.9%） 

５ 
（1.2%） 

Ｆ 男の子は経済的に自立できるように育てるのが
よい 

１ 
（67.3%） 

２ 
（21.9%） 

３ 
（1.1%） 

４ 
（0.4%） 

５ 
（1.5%） 

Ｇ 女の子は経済的に自立できるように育てるのが
よい 

１ 
（39.2%） 

２ 
（40.4%） 

３ 
（7.1%） 

４ 
（2.5%） 

５ 
（2.7%） 

 

１．出産・子育ての身体的・心理的負担が大きいから   （19.9%） 

２．健康上の理由から       （10.1%） 

３．年齢的な理由から       （11.3%） 

４．仕事と子育ての両立が困難だから     （26.1%） 

５．子育てに配偶者の協力がないから     （5.1%） 

６．子育て以外に時間を使いたいから     （4.9%） 

７．家が狭いから       （3.1%） 

８．経済的負担が増えるから      （43.4%） 

９．子育てをする社会環境がよくないから    （11.6%） 

 10．配偶者が望まないから      （6.4%） 

 11．ほしいけれどもできないから      （15.3%） 

 12．その他（具体的に：                    ） （13.6%） 

 13．わからない        （4.5%） 

１．男女の役割を考えて、男の子と女の子を性によって区別して、それぞれの性に応じたしつ

けや教育をするほうがよい      （28.7%） 

２．男の子も女の子も性による区別はせずに、同じようにしつけや教育をするほうがよい 

      （47.8%） 

３．どちらともいえない      （14.9%） 

４．わからない       （2.6%） 
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３．結婚について 

 
問７．結婚についていろいろな考え方がありますが、あなたはどう思いますか。次の中から１つ選

んで○印をつけてください。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
問８．「結婚してうまくいかないときは離婚するのもやむを得ない」という考え方について、あな

たはどう思いますか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 
 

 
 

 
問９．結婚した男女の姓（あるいは名字）をどのようにしたらよいと思いますか。次の中から１つ

選んで○印をつけてください。 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

１．人生の幸福は結婚にあるのだから結婚したほうがよい   （8.0%） 

２．精神的にも経済的にも安定するから結婚したほうがよい  （18.9%） 

３．社会通念上当然のことだから結婚したほうがよい   （4.4%） 

４．家庭を持ち、子どもを育てるためにも結婚したほうがよい  （38.6%） 

５．ひとり立ちできればあえて結婚しなくてもよい   （7.1%） 

６．結婚は自由を束縛するから、一生結婚しないほうがよい  （0.4%） 

７．あえて結婚という形式をとる必要はない    （9.6%） 

８．その他（具体的に：                      ） （3.2%） 

９．わからない       （5.7%） 

１．全くその通りだと思う      （12.4%） 

２．ある程度はその通りだと思う     （55.3%） 

３．あまりそうは思わない      （18.4%） 

４．全くそうは思わない      （4.4%） 

５．その他（具体的に：                     ） （2.2%） 

６．わからない       （4.0%） 

１．妻が姓を改めて、夫の姓を名乗るべきだ    （19.1%） 

２．夫が姓を改めて、妻の姓を名乗るべきだ    （0.4%） 

３．妻が姓を改めて、夫の姓を名乗ったほうがよい   （17.2%） 

４．夫が姓を改めて、妻の姓を名乗ったほうがよい   （0.1%） 

５．夫婦は同じ姓を名乗るべきだが、どちらの姓に改めてもよい  （44.7%） 

６．夫と妻は別々の姓のままでよい     （7.7%） 

７．その他（具体的に：                     ） （2.8%） 

８．わからない       （4.6%） 
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４．家庭生活について 

 
問 10．あなたの家庭には、乳児や就学前の幼児がいますか。次の中から１つ選んで○印をつけてく

ださい。 

 

 

 
問 10 で１に○印をつけた方にお聞きします。 

問 10－1．平日の日中、その乳幼児の世話は主に誰がしていますか。次の中から１つ選んで○印を
つけてください。（※その子どもからみた続柄でお答えください。） 

 

 
 

 
 
 
問 11．あなたの身近な身内に日常的に手助けが必要な高齢者等がいますか。次の中から１つ選んで

○印をつけてください。 
 

 
 
問 11 で１に○印をつけた方にお聞きします。 

問 11－1．その高齢者等の世話は、主に誰がしていますか。次の中から１つ選んで○印をつけてく
ださい。（※その人からみた続柄でお答えください。） 

 
 
 

 
 

 
 
問 12．あなたは将来、主に誰に介護をしてほしいと思いますか。次の中から１つ選んで○印をつけ

てください。 

 
 

 
 

 
 
 

問 11 へお進みください。 

１．母親        （52.8%） ５．近所の人、親等の友人や知人  （0.3%） 

２．父親        （0.3%） ６．保育所、託児所などの保育施設 （32.9%） 

３．両親以外の同居の家族（5.6%） ７．その他    （1.4%） 

４．別居の祖父母、親戚等（2.1%）   （具体的に：         ） 

１．いる（27.0%）   ２．いない（67.2%） 問 12 へお進みください。 

１．夫    （6.5%）  ６．息子の妻    （15.8%） 

２．妻    （19.8%） ７．娘の夫    （0.0%） 

３．息子    （7.7%）  ８．ホームヘルパーなど   （3.6%） 

４．娘    （14.6%） ９．老人ホームなどの施設  （15.3%） 

５．子どもたち全員 （2.6%） 10．その他（具体的に：       ） （8.4%） 

１．夫      （10.6%）  ６．息子の妻              （2.3%） 

２．妻      （19.3%）  ７．娘の夫               （0.0%） 

３．息子     （2.0%）  ８．ホームヘルパーなど         （9.6%） 

４．娘      （10.1%）  ９．老人ホームなどの施設        （27.3%） 

５．子どもたち全員（9.6%）     10．その他（具体的に：       ） （4.6%） 

１．いる（11.2%）  ２．いない（85.8%） 
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問 13．あなたは老後の生活について、何か不安に思うことがありますか。次の中から２つ以内で選

んで○印をつけてください。 

 
 

 
 
 

 
 
 
問 14．あなたは、「仕事や家事などの日常的な活動の時間」や「睡眠や食事など生活に欠かせない

時間」以外で、「趣味や娯楽など自分のために自由に使える時間」は、平均しておよそどれ
くらいありますか。Ａ、Ｂのそれぞれについて１つずつ選んで○印をつけてください。 

 
１時間位 ２時間位 ３時間位 ４時間位 ５時間 

以上 
自由な時間は
ほとんどない 

Ａ 平日 １（13.8%） ２（20.9%） ３（19.1%） ４（11.1%） ５（18.1%） ６（12.8%） 

Ｂ 休日 １（4.9%） ２（10.4%） ３（14.8%） ４（14.3%） ５（41.5%） ６（6.3%） 

 

現在、結婚している方にお聞きします。  ※それ以外の方は問 16 へお進みください。 

問 15．あなたの家庭では、Ａ～Ｍのそれぞれについて、夫婦の間でどのように行っていますか。 
Ａ～Ｍのそれぞれについて１つずつ選んで○印をつけてください。 
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Ａ 食事の支度 １（77.1%） ２（0.7%） ３（2.7%） ４（11.8%） ５（0.5%） ６（2.9%） ７（1.1%） 

Ｂ 食事の後片付け １（66.9%） ２（2.0%） ３（4.2%） ４（16.4%） ５（1.0%） ６（2.1%） ７（1.0%） 

Ｃ 家の掃除 １（63.6%） ２（2.3%） ３（6.7%） ４（18.2%） ５（1.4%） ６（1.9%） ７（1.1%） 

Ｄ 入浴の準備および風呂場の掃除 １（48.7%） ２（8.5%） ３（8.0%） ４（18.3%） ５（3.5%） ６（4.9%） ７（2.6%） 

Ｅ 日常の買い物 １（60.2%） ２（1.9%） ３（7.8%） ４（21.3%） ５（1.1%） ６（2.0%） ７（0.8%） 

Ｆ 日常の家計管理 １（72.2%） ２（5.9%） ３（6.0%） ４（6.3%） ５（1.8%） ６（1.2%） ７（1.2%） 

Ｇ 日常のゴミ捨て １（45.5%） ２（19.9%） ３（7.5%） ４（12.1%） ５（4.7%） ６（4.1%） ７（1.7%） 

Ｈ 洗濯 １（76.5%） ２（1.8%） ３（3.3%） ４（8.8%） ５（0.5%） ６（2.7%） ７（1.2%） 

Ⅰ 高額な商品の購入決定 １（12.4%） ２（27.7%） ３（30.2%） ４（7.8%） ５（13.3%） ６（1.1%） ７（1.9%） 

Ｊ 生活費の確保 １（19.8%） ２（40.0%） ３（16.4%） ４（2.5%） ５（13.7%） ６（0.6%） ７（2.2%） 

Ｋ ＰＴＡや地域の行事参加 １（24.6%） ２（16.4%） ３（22.4%） ４（9.0%） ５（7.6%） ６（5.1%） ７（6.0%） 

Ｌ 親戚とのつきあい １（13.1%） ２（8.8%） ３（50.5%） ４（9.6%） ５（8.3%） ６（2.9%） ７（2.7%） 

Ｍ 近所とのつきあい １（26.1%） ２（4.3%） ３（40.1%） ４（13.7%） ５（5.2%） ６（3.8%） ７（2.9%） 
 

１．配偶者に先立たれること          （35.2%）７．日々、何をしたらよいかわからないこと （3.4%） 

２．面倒をみてくれる身寄りがいないこと   （6.1%）  ８．その他            （2.6%） 

３．生活費のこと                    （41.6%）   具体的に： 

４．健康のこと                      （51.0%） 

５．安心して住めるところがないこと  （2.3%） ９．特にない          （5.6%） 

６．仕事がなくなること              （5.9%）10．考えたことがない      （5.5%） 
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５．職業生活について 

 
問 16．あなたは現在、収入を得る仕事（産前・産後休暇、育児・介護休業中も含む）をしています

か。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 

問 16－1．あなたが働いているのはどのような理由からですか。次の中から２つ以内で選んで○印
をつけてください。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
問 17．あなたの働いているところでは、女性と男性は平等だと思いますか。次の中から１つ選んで

○印をつけてください。 
 

 
 
 

 
 

問 17－1．あなたの働いているところで男女が平等だと思わないのは、どのようなことですか。次
の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

１．平等だと思う           （58.4%） 

２．女性のほうが優遇されていると思う （6.3%） 

３．男性のほうが優遇されていると思う （30.2%） 

１．採用時の条件       （21.3%） 

２．賃金        （49.0%） 

３．昇進、昇格       （40.6%） 

４．能力評価        （30.4%） 

５．補助的な仕事しかやらせてもらえない    （14.0%） 

６．結婚したり子どもが生まれたりすると勤め続けにくい雰囲気がある （13.3%） 

７．定年まで勤め続けにくい雰囲気がある    （6.4%） 

８．教育・訓練を受ける機会に差がある     （9.5%） 

９．その他（具体的に：                      ） （14.4%） 

 10．わからない        （5.5%） 

問 20 へお進みください。 

問 17 で２、３に○印をつけた方にお聞きします。 

 

１．主たる収入として生計を維持するため （49.9%） 10．社会に貢献するため      （3.6%） 

２．従たる収入として家計の足しにする  （21.2%） 11．仕事をすることが好きだから（5.7%） 

３．住宅ローンなど借金の返済のため   （11.8%） 12．働くのが当然だから      （15.0%） 

４．教育資金を得るため         （5.7%）  13．時間的に余裕があるから （4.0%） 

５．将来に備えて貯蓄するため      （15.8%） 14．家業であるから     （5.7%） 

６．自分で自由に使えるお金を得るため  （16.5%） 15．その他         （2.5%） 

７．生きがいを得るため         （6.2%）    具体的に： 

８．能力・技能・資格を活かすため    （4.9%）  

９．視野を広げたり、友人を得るため   （2.7%）  16．特に理由はない     （0.7%） 

１．している（58.8%）  ２．していない（34.4%） 問 1８へお進みください。 

問 1６で１に○印をつけた方にお聞きします。 
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問 16 で２に○印をつけた方（現在、仕事をしていない方）にお聞きします。 

問 18．あなたは過去に収入を得る仕事をしたことがありますか。次の中から１つ選んで○印をつけ
てください。 

 

 
 
問 18 で１に○印をつけた方にお聞きします。 

問 18－1．あなたが離職した理由は何ですか。次の中から３つ以内で選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 

 
 
 

 

問 19．今後、働きたいと思いますか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 
 
 

 

 

問 19 で１から６に○印をつけた方にお聞きします。 

問 19－1．どのような形で働きたいとお考えですか。次の中から、主なものを１つ選んで○印をつ
けてください。 

 
 

 
 

 
 

 

以下の質問はみなさんにお聞きします。 

問 20．女性の職業へのかかわり方について、あなたはどのような形が最も望ましいと思いますか。
あなたの考えに近いものを、次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 

 
 
 

 
 
 

１．結婚して子どもが生まれた後も、職業を持ち続ける      （19.6%） 
２．結婚するまでは職業を持つが、その後は持たない      （2.5%） 
３．結婚して子どもができるまでは職業を持つが、その後は持たない    （3.3%） 
４．結婚や子育てなどで一時的にやめるが、子育ての時期が過ぎたら再び職業を持つ（58.7%） 
５．職業は一生持たない         （0.5%） 
６．その他（具体的に：                         ） （2.6%） 
７．わからない          （5.2%） 

１．常勤の仕事（正規従業員）      （24.4%） 
２．パートタイム、アルバイト、非常勤など    （51.9%） 
３．派遣労働者       （2.1%） 
４．自由業、自営業、家族従業など個人で働きたい   （10.0%） 
５．在宅で働きたい（内職やインターネット等を活用して）  （6.5%） 
６．その他（具体的に：                      ） （2.4%） 

１．はい（76.2%）  ２．いいえ（7.6%） 

１．働きたい（今すぐにでも） （12.3%）  ５．働きたい（概ね５年以内に）   （1.1%） 

２．働きたい（概ね１年以内に）（4.7%）   ６．働きたい（時期未定・将来的に） （11.1%） 
３．働きたい（概ね２年以内に）（2.4%）   ７．働きたくない         （39.0%） 

４．働きたい（概ね３年以内に）（1.5%）   ８．わからない          （16.4%） 

１．結婚のため       （17.6%）  ８．家族の健康上の理由から      （4.5%） 
２．出産のため       （11.0%）  ９．家族の理解や協力が得られないため （2.8%） 
３．育児のため       （6.7%）  10．雇用整理のため          （7.0%） 
４．介護のため       （5.4%）  11．定年退職のため          （35.4%） 
５．職場の人間関係のため  （5.2%）  12．会社の倒産のため         （2.7%） 
６．配偶者の転勤のため   （2.1%）  13．その他 具体的に：        （7.2%） 
７．自分の健康上の理由から （18.4%） 

問 1９へお進みください。 
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問 21．あなたは、現在の女性は働きやすい状況にあると思いますか。次の中から１つ選んで○印を

つけてください。 

 
 
 
 
 
問 21 で２に○印をつけた方にお聞きします。 

問 21－1．そう思わない理由は何ですか。次の中から３つ以内で選んで○印をつけてください。 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

問 22．あなたは、次の制度の内容についてご存知ですか。Ａ、Ｂのそれぞれの項目について認知
状況、取得状況を１つずつ選び○印をつけてください。 

認知状況 取得状況 

 よ
く 

知
っ
て
い
る 

少
し 

知
っ
て
い
る 

言
葉
を
聞
い

た
こ
と
が
あ

る
程
度 

知
ら
な
い 

取
得
し
た
こ

と
が
あ
る 

取
得
し
た
こ

と
が
な
い 

取
得
の
対
象

と
な
る
者
が

い
な
い 

Ａ 育児休業制度 
１ 

（24.0%） 
２ 

（36.1%） 
３ 

（23.2%） 
４ 

（6.9%） 
１ 

（3.8%） 
２ 

（37.1%） 
３ 

（36.4%） 

Ｂ 介護休業制度 １ 
（13.1%） 

２ 
（24.8%） 

３ 
（28.9%） 

４ 
（21.8%） 

 

１ 
（0.9%） 

２ 
（35.5%） 

３ 
（40.6%） 

 

 

６．社会活動等について 

 
問23．あなたは次のような活動をしていますか。次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 
 
 

 
 
 

１．そう思う（24.4%）    ２．そう思わない（46.2%） ３．わからない（23.8%） 

問 22 へお進みください。 問 22 へお進みください。 

１．働く場が限られているから      （47.1%） 

２．能力発揮の場が少ないから      （12.9%） 

３．労働条件が整っていないから     （44.5%） 

４．保育施設が整備されていないから     （47.5%） 

５．昇進・給与等に男女の差別的扱いがあるから    （19.9%） 

６．結婚・出産退職の慣行があるから     （17.3%） 

７．男は仕事、女は家庭という社会通念があるから   （16.2%） 

８．家族の理解、協力が得にくいから     （16.8%） 

９．その他（具体的に：                      ） （2.7%） 

１．県・市町の審議会・委員会   （1.7%） ７．ＮＰＯやボランティアなどの市民活動 （7.1%） 

２．町内会・自治会等の活動    （33.3%） ８．その他の社会活動      （3.6%） 

３．ＰＴＡ活動          （10.7%）   具体的に： 

４．子ども会などの青少年育成活動 （6.0%） 

５．青年団体・女性団体・老人団体等の活動 （8.2%） ９．参加していない       （46.3%） 

６．消費者団体・生活協同組合等の消費者活動（2.0%） 
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問 23 で 9 に○印をつけた方にお聞きします。 

問 23-1．今後、社会活動等に参加したいと思いますか。 

 
 

 
 

 
 
問 24．次のような活動の中で、あなたが今後も引き続いて、あるいは新たに行ってみたいと思うも

のについて、次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
問 25．今後、男性が女性とともに家事、子育てや教育、介護、地域活動などに積極的に参画してい

くためには、どのようなことが必要だと思いますか。次の中から３つ以内で選んで○印をつ
けてください。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

１．保健、医療または福祉に関する活動     （14.2%） 

２．環境保全、自然保護に関する活動     （20.3%） 

３．まちづくりの推進に関する活動     （17.4%） 

４．地域の安全を守ることに関する活動     （17.5%） 

５．文化、芸術、スポーツの振興に関する活動    （21.0%） 

６．国際交流、国際協力に関する活動     （4.7%） 

７．社会教育の推進に関する活動     （4.3%） 

８．子どもの健全育成に関する活動     （16.8%） 

９．人権の擁護または世界の平和の推進に関する活動   （4.0%） 

 10．男女共同参画社会の形成の促進に関する活動    （3.3%） 

 11．その他（具体的に：                      ） （1.1%） 

12．特にない        （34.9%） 

１．男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改めること （32.5%） 

２．仕事中心という社会全体の仕組みを改めること   （24.5%） 

３．男性の仕事中心の生き方、考え方を改めること   （19.2%） 

４．妻が、夫に経済力や出世を求めないこと    （7.7%） 

５．労働時間短縮や休暇制度を普及させること    （30.3%） 

６．男性の男女共同参画に対する関心を高めること   （13.3%） 

７．夫婦の間で家事などの分担をするように十分に話し合うこと  （26.3%） 

８．夫が家事などをすることに妻が協力すること    （9.0%） 

９．男性が、家事などに参加することに対する抵抗感をなくすこと  （21.0%） 

 10．仕事と家庭の両立などの問題について相談できる窓口を設けること （7.4%） 

 11．家事などを男女で分担するようなしつけや育て方をすること  （23.8%） 

 12．その他（具体的に：                     ） （1.7%） 

 13．わからない        （8.0%） 

１．参加したい（今すぐにでも） （3.6%） ５．参加したい（概ね５年以内に） （2.0%） 

２．参加したい（概ね１年以内に）（0.8%） ６．参加したい（時期未定・将来的に） （22.3%） 

３．参加したい（概ね２年以内に）（0.8%） ７．参加したくない        （28.8%） 

４．参加したい（概ね３年以内に）（0.9%） ８．わからない          （37.6%） 
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７．女性の人権、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス：配偶者や恋人など

からの暴力）などの女性に対する暴力について 
 
問 26．あなたは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（通称：ＤＶ防止法）

をご存じですか。次の中から１つ選んで○印をつけてください。 
 

 
 
 

 

 

問 26－1．ＤＶ防止法では、配偶者からの暴力を受けている人を見つけた場合は配偶者暴力相談支
援センター等へ通報するよう呼びかけていますが、このことをあなたはご存じですか。
次の中から１つ選んで○印をつけてください。 

 
 

 
問 27．あなたはこれまでに、配偶者や恋人から、次のようなことをされた経験がありますか。   

Ａ～Ｊのそれぞれについて１つずつ選んで○印をつけてください。 

 何
度
も
あ
っ
た 

１
、
２
度
あ
っ
た 

ま
っ
た
く
な
い 

Ａ 命の危険を感じるくらいの暴行をうける １（0.7%） ２（2.7%） ３（82.5%） 

Ｂ 医師の治療が必要となる程度の暴行をうける １（0.4%） ２（1.4%） ３（81.9%） 

Ｃ 医師の治療が必要とならない程度の暴行をうける １（1.8%） ２（3.4%） ３（75.9%） 

 Ｃ-1 足で蹴られる １（2.2%） ２（3.8%） ３（58.9%） 

 Ｃ-2 手でたたかれる １（2.8%） ２（5.6%） ３（57.2%） 

 Ｃ-3 殴るふりをして、おどされる １（2.5%） ２（3.5%） ３（58.8%） 

Ｄ いやがっているのに性的行為を強要される １（2.2%） ２（4.5%） ３（77.6%） 

Ｅ 見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられる １（0.7%） ２（1.7%） ３（81.9%） 

Ｆ 何を言っても無視され続ける １（2.8%） ２（7.0%） ３（74.7%） 

Ｇ 交友関係や電話、電子メールを細かく監視される １（1.7%） ２（4.2%） ３（78.7%） 

Ｈ 「だれのおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言われる １（3.0%） ２（4.8%） ３（77.3%） 

Ｉ 大声でどなられたり、暴言を吐かれる １（6.5%） ２（10.5%） ３（68.5%） 

Ｊ 生活費をわたさないなど、経済的におさえつけられる １（1.8%） ２（1.9%） ３（81.2%） 

１．法律の内容までよく知っている    （4.5%） 

２．名前は聞いたことがあり、ある程度知っている  （40.5%） 

３．名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない （38.2%） 

４．ほとんど知らない      （9.7%） 

１．知っている（52.0%）   ２．知らない（46.1%） 

問 26 で１、２に○印をつけた方にお聞きします。 

問 27 へお進みください。 
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問 27 のＡ～J のうち、１、２にひとつでも○印をつけた方にお聞きします。 

問 27-1．問 27であげたような配偶者や恋人からの行為は、直近ではいつ頃ありましたか。 

 
 

 
 
問 28．あなたはこれまでに、問 27 であげたような配偶者や恋人からの行為について、だれかに打

ち明けたり、相談したりしましたか。次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
以下の質問はみなさんにお聞きします。 

問 29．配偶者や恋人の間で、相手から暴力を受けたときに相談できる機関や関係者のうち知ってい
るものを次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

１．警察        （2.3%） 

２．配偶者暴力相談支援センター（女性相談所）    （0.4%） 

３．三重県男女共同参画センター     （0.6%） 

４．人権センターなどの県の機関     （0.9%） 

５．市役所、町村役場       （0.9%） 

６．市町村の女性センターや男女共同参画センター   （0.4%） 

７．婦人相談員       （0.4%） 

８．民生児童委員       （0.3%） 

９．人権擁護委員       （0.0%） 

 10．民間支援団体       （0.0%） 

11．医師その他医療関係者      （0.9%） 

12．教員その他学校関係者      （0.0%） 

13．家族・親戚        （22.7%） 

14．友人・知人        （25.4%） 

15．その他（具体的に：                     ） （2.7%） 

16．どこ（だれ）にも相談しなかった     （48.9%） 

１．警察        （67.9%） 

２．配偶者暴力相談支援センター（女性相談所）    （16.8%） 

３．三重県男女共同参画センター     （6.1%） 

４．人権センターなどの県の機関     （15.9%） 

５．市役所、町役場       （21.5%） 

６．市町の女性センターや男女共同参画センター    （6.3%） 

７．婦人相談員       （4.3%） 

８．民生児童委員       （11.8%） 

９．人権擁護委員       （8.9%） 

10．民間支援団体       （2.4%） 

11．医師その他医療関係者      （8.1%） 

12．教員その他学校関係者      （2.7%） 

13．その他（具体的に：                     ） （0.7%） 

14．相談窓口として知っているところはない    （14.6%） 

１．１年以内   （18.9%）   ３．５～７年以内     （13.5%） 

２．２～５年以内 （20.6%）   ４．７年以内にはなかった （34.6%） 
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問 30．次にあげることのうち、あなたがセクシュアル・ハラスメントだと思うことはどれですか。

次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
問 31．メディア（新聞・雑誌・テレビ・インターネット等）における性・暴力表現について、あな

たはどのようにお考えですか。次の中から２つ以内で選んで○印をつけてください。 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
問 32．あなたが、女性の人権が尊重されていないと感じるのは、どのようなことについてですか。

次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

１．売春・買春（援助交際を含む）        （43.4%） 

２．家庭内での夫から妻への暴力        （48.3%） 

３．恋人や親しい間柄にある男性からの暴力       （37.6%） 

４．職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）     （51.8%） 

５．女性のヌード写真などを掲載した雑誌       （16.9%） 

６．女性の体の一部や媚びたポーズ・視線を内容に関係なく使用した広告など   （16.9%） 

７．女性の容ぼうを競うミス・コンテスト       （6.0%） 

８．「令夫人」、「○女史」、「女○○、女性○○」のように女性にだけ用いられる言葉 （6.1%） 

９．女性に対するストーカー行為（つきまといなど）      （40.7%） 

10．痴漢行為           （51.8%） 

11．その他（具体的に：                       ）   （0.9%） 

12．特にない           （4.3%） 

13．わからない           （9.5%） 

１．地位や権限を利用して、交際や性的な関係を強要する   （75.3%） 

２．相手が嫌がっているのに、肩に手をかけたり、身体にさわる  （71.2%） 

３．宴席で、お酌やデュエット、ダンス等を強要する   （46.9%） 

４．容姿や服装に関して繰り返して言う     （35.5%） 

５．相手が嫌がっているのに性的なことを話題にする   （62.8%） 

６．職場や学校、集会などの場でわいせつな話をする   （39.6%） 

７．ヌードの写真やポスター、カレンダーなどを人目のつくところに貼る （36.5%） 

８．「結婚はまだか」や「子どもはまだか」等とたびたび聞く  （32.4%） 

９．その他（具体的に：                      ） （0.9%） 

 10．特にない        （4.6%） 

 11．わからない        （5.1%） 

１．女性(または男性)の性的側面を過度に強調するなど、いき過ぎた表現が目立つ  （26.5%） 

２．社会全体の性に関する道徳観・倫理観が損なわれている     （34.1%） 

３．女性に対する暴力、犯罪を助長するおそれがある      （18.2%） 

４．そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないような配慮が足りない  （35.8%） 

５．女性のイメージや男性のイメージについて偏った表現をしている    （8.7%） 

６．その他（具体的に：                        ）  （0.9%） 

７．特に問題はない          （6.2%） 

８．わからない          （14.2%） 
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問 33．このところ、性犯罪、売買春（いわゆる「援助交際」を含む）、ドメスティック・バイオレ

ンス（配偶者や恋人などからの暴力）、セクシュアル・ハラスメント等の女性に対する暴力
についての関心が高まっていますが、このようなことをなくすためにはどうしたらよいと
思いますか。次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

１．法律・制度の制定や見直しを行う       （45.7%） 

２．犯罪の取り締まりを強化する       （51.3%） 

３．捜査や裁判での担当者に女性を増やし、被害女性が届け出やすいようにする （41.1%） 

４．被害女性を支援し、暴力に反対する市民運動を盛り上げる    （14.7%） 

５．地域で暴力を防止するための研修会、セミナーなどを行う    （11.2%） 

６．被害女性のための相談所や保護施設を整備する     （40.3%） 

７．被害女性が早期に相談できるよう身近な相談窓口を増やす    （46.3%） 

８．学校・家庭において男女平等や性についての教育を充実させる    （28.3%） 

９．性別や人種・障害の有無による差別、同和問題などのあらゆる差別を許さない 

ないよう、人権尊重についての教育を学校・家庭において充実させる   （28.7%） 

10．メディア（新聞・テレビ等）が自主的に倫理規定を強化する    （26.2%） 

11．過激な内容のビデオソフト、ゲームソフト等の販売や貸出を制限する   （40.5%） 

 12．その他（具体的に：                        ） （1.9%） 

 13．特に対策の必要はない        （1.0%） 

 14．わからない          （6.6%） 
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８．男女共同参画社会について 

 
 

 
 
 

 
問 34．次にあげる言葉の中で、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものを次の中からいくつで

も選んで○印をつけてください。 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
問 35．あなたは、政治や行政において、政策の企画や方針決定の過程に女性の参画が少ない理由は

何だと思いますか。次の中からいくつでも選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 「男女共同参画」とは、「男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮する機会が確

保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

（家庭、学校、職場、地域など）における活動に参画し、共に責任を担う」ことをいいます。 

１．男女共同参画社会基本法      （29.5%） 

２．三重県男女共同参画推進条例     （15.6%） 

３．女子差別撤廃条約       （9.3%） 

４．ポジティブ・アクション（積極的改善措置）    （4.1%） 

５．リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利） （2.0%） 

６．ジェンダー（社会的につくられた性別）    （16.0%） 

７．女性のチャレンジ支援      （5.0%） 

８．みえチャレンジプラザ      （4.3%） 

９．マザーズサロン、マザーズコーナー     （4.1%） 

10．女性のエンパワメント（能力発揮）     （3.5%） 

11．男女雇用機会均等法       （64.9%） 

 12．育児・介護休業法       （57.7%） 

 13．次世代育成支援対策推進法      （7.7%） 

 14．ワーク・ライフ・バランス       （8.2%） 

 15．三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」    （17.1%） 

16．見たり聞いたりしたものはない     （13.0%） 

１．家庭、職場、地域における性別による役割分担や性差別の意識  （32.4%） 

２．男性優位の組織運営      （48.1%） 

３．家族の支援・協力が得られない     （23.4%） 

４．女性の能力開発の機会が不十分     （21.0%） 

５．女性側の積極性が十分ではない     （28.7%） 

６．女性の参画を積極的に進めようと意識している人が少ない  （35.9%） 

７．その他（具体的に：                     ） （1.5%） 

８．わからない       （13.3%） 
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問 36．あなたが女性の場合はあなたが、あなたが男性の場合は妻・母親など身近な女性が、もし次

のような役職に立候補することを依頼された場合、どうしますか。Ａ～Ｆのそれぞれについ
て１つずつ選んで○印をつけてください。 

 引
き
受
け
る 

（
引
き
受
け
る
こ
と
を
勧
め
る
） 

知
識
や
能
力
の
あ
る
分
野
な
ら 

引
き
受
け
る 

時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば 

引
き
受
け
る 

家
族
な
ど
身
近
な
者
に
相
談
し
て

か
ら
決
め
る
（
相
談
し
て
か
ら
、

決
め
る
よ
う
勧
め
る
） 

断
る
（
断
る
よ
う
勧
め
る
） 

わ
か
ら
な
い 

Ａ PTA、町内会などの代表 １（7.7%） ２（15.9%） ３（20.9%） ４（17.7%） ５（22.4%） ６（7.3%） 

Ｂ 職場の管理職や役員 １（8.1%） ２（29.5%） ３（7.9%） ４（12.6%） ５（20.4%） ６（10.6%） 

Ｃ 県や市町の審議会等の委員 １（2.9%） ２（16.0%） ３（10.1%） ４（15.3%） ５（33.2%） ６（11.8%） 

Ｄ 市町議会議員 １（2.0%） ２（9.5%） ３（3.3%） ４（12.8%） ５（49.9%） ６（12.7%） 

Ｅ 県議会議員 １（2.0%） ２（8.7%） ３（2.6%） ４（11.2%） ５（52.8%） ６（13.0%） 

Ｆ 国会議員 １（2.1%） ２（8.3%） ３（2.2%） ４（10.2%） ５（54.1%） ６（13.1%） 

 

問 37．男女共同参画を推進していくために、今後、県はどのようなことに力を入れていけばよいと
思いますか。次の中から３つ以内で選んで○印をつけてください。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

１．男女共同参画社会の実現をめざした法律・条例・制度の制定や見直しを行う （25.7%） 

２．女性を政策決定の場に積極的に登用する      （24.9%） 

３．各種団体の女性リーダーを養成する       （16.0%） 

４．職場における男女の均等な取扱について周知徹底を行う    （18.6%） 

５．女性の職業教育や職業訓練を充実する      （13.0%） 

６．保育、介護の施設やサービスを充実する      （40.2%） 

７．学校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女の平等と相互の理解や協力に 

ついての学習を充実する        （19.5%） 

８．女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、教育などを充実する   （13.8%） 

９．男性に対する意識啓発や研修を充実する      （5.7%） 

 10．広報誌やパンフレットなどで、男女の平等と相互の理解や協力についての PR を充実する  （5.9%） 

 11．三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」の機能を充実する    （4.8%） 

 12．市町と協働する         （5.1%） 

 13．防災、環境など新たな分野における取組を推進する     （4.6%） 

 14．その他（具体的に：                       ）  （1.1%） 

 15．特にない          （3.6%） 

 16．わからない          （12.5%） 
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問 38．男女共同参画社会を実現するための基本的な理念について、10年前（平成 11年頃）と比較

して、社会全体としての現状をどのように感じていますか。Ａ～Ｄのそれぞれについて１つ
選んで○印をつけてください。 

 前
進
し
た 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

前
進
し
た 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

後
退
し
た 

後
退
し
た 

１
０
年
前
と 

変
わ
ら
な
い 

わ
か
ら
な
い 

Ａ 男女の人権の尊重 １ 
（13.2%） 

２ 
（46.6%） 

３ 
（0.9%） 

４ 
（0.6%） 

５ 
（11.4%） 

６ 
（19.4%） 

Ｂ 社会における制度又は慣行についての配慮 １ 
（6.5%） 

２ 
（43.9%） 

３ 
（1.3%） 

４ 
（0.7%） 

５ 
（13.3%） 

６ 
（24.7%） 

Ｃ 政策等の立案及び決定への共同参画 １ 
（4.9%） 

２ 
（34.4%） 

３ 
（1.3%） 

４ 
（0.7%） 

５ 
（13.4%） 

６ 
（35.3%） 

Ｄ 家庭生活における活動と他の活動の両立 １ 
（6.6%） 

２ 
（39.8%） 

３ 
（1.9%） 

４ 
（0.7%） 

５ 
（18.8%） 

６ 
（23.0%） 

   ※ Ａ 男女の人権の尊重 ： 男女の差別がなく、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会

が確保されていますか。 

     Ｂ 社会における制度又は慣行についての配慮 ： 男女間の固定的な役割分担意識にとらわれず、性別

にかかわらず様々な活動ができるような社会の制度や慣行となっていますか。 

     Ｃ 政策等の立案及び決定への共同参画 ： 男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野にお

いて重要な方針の決定過程に関わる機会が確保されていますか。 

     Ｄ 家庭生活における活動と他の活動の両立 ： 男女が対等な家族の構成員として互いに協力し、家族

としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等を行えていますか。 

 
最後に男女共同参画に関することについて、ご意見・ご要望がありましたら、どんなことでも結構です

からご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上で終りです。ご協力ありがとうございました。 
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Ｆ４．あなたがお住まいの市町をお答えください。 
（市は１～14、町は郡別にほぼ北から順に並んでいます。） 

 

市 桑名郡 多気郡 度会郡 北牟婁郡 

1 
津市 

（15.8%） 
8 

尾鷲市 

（1.0%） 
15 

木曽岬町 

（0.4%） 
20 

多気町 

（1.4%） 
23 

玉城町 

（0.9%） 
27 

紀北町 

（1.2%） 

2 
四日市市 

（13.6%） 
9 

亀山市 

（4.7%） 
員弁郡 21 

明和町 

（1.1%） 
24 

度会町 

（0.6%） 
南牟婁郡 

3 
伊勢市 

（7.0%） 
10 

鳥羽市 

（1.1%） 
16 

東員町 

（1.2%） 
22 

大台町 

（1.0%） 
25 

大紀町 

（0.5%） 
28 

御浜町 

（0.9%） 

4 
松阪市 

（8.1%） 
11 

熊野市 

（0.9%） 
三重郡  26 

南伊勢町 

（0.9%） 
29 

紀宝町 

（0.4%） 

5 
桑名市 

（5.7%） 
12 

いなべ市 

（3.9%） 
17 

菰野町 

（3.8%） 

6 
鈴鹿市 

（8.4%） 
13 

志摩市 

（2.6%） 
18 

朝日町 

（0.9%） 

7 
名張市 

（3.0%） 
14 

伊賀市 

（6.6%） 
19 

川越町 

（1.0%） 
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